
第 7 回厚生科学審議会 資 料 

平成 1 7 年 2 月 2 日 3 

厚生科学審議会に 設置された分科会及び 部会の 
活動状況について 



厚生科学審議会感染症分科会 

]. 所掌事務 

厚生科学審議会合 ( 平成十二年政令第二百八十三号 ) により設置され、 所掌 

事務は以下のとおり。 
一 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 関する重要事項を 調査審議 

すること。 

二 検疫 法 ( 昭和二十六年法律第二百一号 ) 及び感染症の 予防及び感染症の 患 

者に対する医療に 関する法律 ( 平成十年法律第百十四号 ) の規定により 審議 
会の権 限に属させられた 事項を処理すること。 

2. 主な活動状況 

(1) 感染症分科会 

平成 1 3 年 5 月以降現在まで 計 2 0 回開催され、 平成 1 6 年度においては、 

感染症法の改正に 基づき新たに 創設された動物の 輸入届出制度の 細部や、 4 

類 感染症が獣医師の 届出対象に追加されたことを 踏まえて犬の ユ キノコック 

ス 症 、 鳥類のクエストナイル 勲 等の獣医師の 届出対象への 追加を検討する 等、 

感染源動物の 発生動向調査体制の 整備について 審議を行い、 6 月に動物由来 

感染症に対する 対策の強化について 意見を取りまとめた。 

(2) 感染症部会 
平成 1 3 年 1 0 月以降現在まで 6 回開催され、 平成 1 6 年度においては、 

平成 9 年に新型インフルエンザウイルスの 出現と大流行に 備えるために 新型 
インフィル ェ ンザ対策検討会が 設置され、 事前準備や出現した 場合の対応に 

ついて報告書として 取りまとめられたが、 その後、 感染症に関する 法の整備、 
インフルエンザワクチンの 予防接種体制の 整備、 インフルエンザ 迅速キット 
や抗 インフルエンザウイルス 薬の開発・普及、 インフルエンザに 関する サ一 

ベイランス体制の 整備等大きな 進歩があ ったことなど 新たな知見の 集積を踏 

まえ、 新型インフルエンザ 対策の見直しを 行 う ため、 感染症部会の 下に新た 

に 新型インフルエンザ 対策に関する 検討小委員会を 設置し審議を 行い、 8 月 

に 「新型イフルエンザ 対策報告書」を 取りまとめた。 
また、 1 2 月には同報告書を 踏まえた新型インフルエンザ 対策の充実及び 

感染症発生動向調査の 充実・強化を 図るため「感染症の 予防の総合的な 推進 
を 図るための基本的な 指針」及び「インフルエンザに 関する特定感染症予防 

指針」の改正について 審議を行った。 
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(3) 結核部会 

平成 1 3 年 7 月以降現在まで 1 0 回開催され、 平成 1 6 年度においては、 

本年 4 月から施行される 改正後の結核予防法に 基づく、 結核の予防の 総合的 

な 推進を図るための 基本的な指針の 策定について、 審議を行った " 

なお、 当該指針については、 結核部会における 審議を踏まえ、 平成丁 6 年 
丁 0 月に厚生労働省告示された。 

また，平成 1 4 年 3 月に結核部会で 取りまとめられた 結核対策の包括的見 

直しに関する 提言を踏まえ、 結核患者に対する 医療の提供のあ り方に関する 

課題について、 結核医療の中心を 担 う 臨床現場の専門家や 法律の専門家等に 
よる検討の場を 設けるため、 結核部会の下に 結核医療に関する 検討小委員会 

を設置し、 これまで 2 回開催され、 今後の結核病床のあ り方等について、 審 

議を行っているところであ る。 
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厚生科学審議会生活衛生適正化分科会 

「．所掌事務 

厚生科学審議会合 ( 平成十二年政令第二百八十三号 ) により設置され、 所掌 
事務は以下のとおり。 

一 生活衛生関係営業に 関する重要事項を 調査審議すること。 

三 生活衛生関係営業の 運営の適正化及び 振興に関する 法律 ( 昭和姉十二年法 

律第百六十四号 ) の規定により 審議会の権 限に属させられた 事項を処理する 

， と   

2. 主な活動状況 
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    0  第 3 回生活衛生適正化分科会 ( 平成丁 4 年 1 1 月 5 日開催 ) 

食 鳥肉販売業の 振興指針の改正について 審議。 

0  第 4 回生活衛生適正化分科会 ( 平成丁 4 年 1 2  月 4 日 開催 ) 

食 鳥肉販売業の 振興指針の改正について 審議。 

( 平成丁 5 年度 ) 
0  第 5 回生活衛生適正化分科会 ( 平成丁 5 年 7 月 4 日開催 ) 

(1) 分科会会長の 選出。 分科会会長代理の 選出。 
(2) クリーニンバ 業、 飲食店営業 ( すし 店 ) 、 理容業、 美容業及び興行場営 

業の振興指針の 改正における 生活衛生適正化分科会の 運営について 審議。 

0  第 6 回生活衛生適正化分科会 ( 平成 1 5 年 1 0 月 3 日開催 ) 

理容業、 美容業、 クリーニンバ 業、 興行場営業及び 飲食店営業 ( すし 店 ) 

の振興指針の 改正について 審議。 

( 平成 1 6 年度 ) 
0  第 7 回生活衛生適正化分科会 ( 平成丁 6 年 t 0 月 1 3 日開催 ) 

(1) めん類飲食店営業に 関する標準営業約款及び 一般飲食店営業に 関する 

標準営業約款の 認可について 審議。 

(2) 飲食店営業 ( めん 額八 旅館業、 浴場業の振興指針の 改正について 審 

議 。 
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0  第 8 回生活衛生適正化分科会 ( 平成 1 6 年 1 t 月 8 日開催 ) 

飲食店営業 ( めん 額八 旅館業、 浴場業の振興指針の 改正について 審 
議。 



厚生科学審議会科学技術部会 

1. 所掌事務 

疾病の予防及び 治療に関する 研究その他所掌事務に 関する科学技術に 関する 

重要事項を調査審議することを 所掌事務として、 平成 1 3 年 1 月 1 9 日に設置。 

2. 主な活動状況 

(1) 科学技術部会 
平成 1 3 年 2 月以降 2 2 回開催され、 科学技術の進展を 踏まえ、 厚生労働 

省の科学研究開発の 総括的事項や 各種指針の策定及び 評価方法等の 検討を行 
っている。 

平成 1 4 年 8 月には、 今後 5 年程度を見通した 厚生労働省の 科学技術政策 
における課題について 取りまとめた「厚生労働省の 科学技術政策について」 

を公表。 
研究評価方法については、 平成 1 4 年 8 月に「厚生労働省の 科学研究開発 

評価に関する 指針」を決定し、 研究開発機関が 実施した機関評価及びその 対 

処方針について 審議を行っている。 

また、 厚生労働科学研究費補助金の 成果や研究事業の 評価を実施し、 毎年 

度の同研究費の 概算要求等に 反映させている。 
このほか、 第 3 次 対 がん 1 0 か 年総合戦略の 策定に際し、 地域保健健康 増 

進 栄養部会との 合同で「今後のがん 戦略」について 審議するなど、 科学技術 

政策の重要事項に 関する審議を 行っている。 

(2) 遺伝子治療臨床研究作業委員会 
平成 1 3 年 3 月以降 2 7 回開催し、 実施施設から 申請のあ った遺伝子治療 

臨床研究実施計画に 関し、 主として科学的・ 倫理的事項について 論点整理を 

行っている。 
平成 1 6 年度は、 九州大学医学部附属病院からの 新規申請について 審議中 

のほか、 遺伝子治療実施施設からの 報告に関する 審議を行ったところであ る。 
また、 同作業委員会の 下に置かれている 委員会では、 遺伝子組換え 生物等 

の使用等の規制による 生物の多様性の 確保に関する 法律 ( 平成 f 6 年 2 月 ) 

に基づき、 遺伝子治療臨床研究が 生物多様性影響の 観点から問題が 生じない 

か 評価を行っている。 

(3) ヒト幹細胞を 用いた臨床研究の 在り方に関する 専門委員会 

平成 1 4 年 i 月 以降現在まで 1 7 回開催し、 ヒト幹細胞を 用いた臨床研究 
が適正に実施されるために、 研究者及び研究機関が 遵守すべき事項について 
指針を策定するため、 調査及び論点整理を 行っている。 
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(4) 臨床研究の指針に 関する専門委員会 
平成 i 4 年 6 月以降、 いわゆる「医師主導の 治験」を含む 臨床研究の適正 

な推進を図るため、 臨床研究の実施に 当たり研究者及び 研究機関等が 遵守 す 

べき事項等について 調査及び検討を 実施。 この検討結果を 踏まえ、 平成 1 5 

年 7 月に告示として 公布し、 同月施行。 

(5) 医学研究における 個人情報の取扱いの 在り方に関する 専門委員会 
平成 1 6 年 7 月から同年 1 2 月までに 1 0 回開催し、 医学研究における 遺 

伝情報を含む 個人情報の取扱いの 在り方について、 個別法の必要性等も 含め 
て 検討を行い、 平成 1 6 年 1 2 月 2 4 日に意見書を 取りまとめた。 この意見 

書を踏まえ、 医学研究に関する 4 指針の告示改正を 行い、 本年 4 月より施行 

予定。 

(6) 今後の中長期的な 厚生労働科学研究の 在り方に関する 専門委員会 
平成 1 6 年 f l ロ以降 3 回開催し、 今後の中長期的な 厚生労働科学研究の 

在り方について、 本年 3 月末を目途に 中間報告書を 取りまとめるべく 検討を 
行っている。 

  



厚生科学審議会疾病対策部会 

1. 何千 暮幸言幸矛努 

特定の疾患、 ( 難病、 アレルギ一等 ) の疾病対策及び 臓器移植対策に 関する 

重要事項を調査審議することを 所掌事務として、 平成 1 3 年 1 月 1 9 日に設 

置 。 

2. 主な活動状況 

(1) 疾病対策部会 

平成 1 3 年 2 月 2 3 日の第 1 回会議において、 部会長の選出、 委員会の 

設置、 部会運営細則等について 決議。 

(2) 臓器移植委員会 

臓器移植に関する 専門的事項を 調査審議するために 設置。 

平成丁 3 年 2 月から昨年 1 2 月までに 1 9 回開催され、 臓器提供意思表 

示カードの取扱い 等、 臓器移植に関する 議題について 検討した。 

(3) リウマチ・アレルギ 一対策委員会 

リウマチ・アレルギー 疾患対策に関する 専門的事項を 調査審議するため 

に 設置。 
第 1 回会議を平成 1 3 年 4 月 2 7 日に開催し、 リウマチ・アレルギー 疾 

患に 係わる情報の 整理や普及について 検討した。 

(4) クロイツフェルト・ヤコブ 病苦委員会 

クロイツフェルト・ヤコブ 病 等に関する専門的事項を 調査審議するため 
に 設置。 

平成 1 3 年から昨年 9 月までに 6 回開催され、 患者の発生状況の 確認と 

報告等を行った。 

(5) 難病対策委員会 

難病対策に関する 専門的事項について 調査審議するために 設置。 
平成 1 3 年 9 月から平成 1 4 年 7 月までに 7 回開催され、 関係団体等か 

らのヒアリンバを 含め、 今日の医療水準に 照らした特定疾患治療研究事業 
の在り方等について 議論を重ね、 1 4 年 8 月 2 3 日に「今後の 難病対策の 

在り方について ( 中間報告 ) 」を取りまとめた。 

(6) 造血幹細胞移植委員会 
造血幹細胞移植に 関する専門的事項について 調査審議するため 設置。 

平成丁 4 年 3 月から昨年 1 2 月までに 2 5 回開催され、 現在の造血幹細 

胞移植の状況の 検証及び評価を 行うとともに、 今後の対策の 在り方につい 

て 検討を行った。 
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厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 

「 所掌事務 

地域保健の向上、 国民の健康の 増進、 栄養の改善及び 生活習慣病対策に 関す 

る重要事項を 調査審議することを 所掌事務として、 平成 1 3 年 1 月 1 9 日に設 

置 。 

2  主な活動状況 

平成 1 6 年 1 0 月以降、 今後の生活習慣病対策の 推進等に向けた 検討を行っ 

ており、 平成 1 6 年 1 2 月までに 3 回の会議を開催。 

具体的にほ、 ① 1 次予防については、 健康日本 2 1 の中間評価とそれを 踏ま 

えた今後の施策の 方向性、 ② 2 次予防については、 介護保険制度改革、 老人保 

催事業の見直しに 関する議論との 関係や医療保険制度改革に 関する議論との 関 

係を踏まえた 今後の健診及び 事後指導の在り 方、 ③推進体制についてほ、 三位 

一体の改革等を 踏まえた国、 都道府県、 市町村、 医療保険者等の 責務と役割 や、 
国民健康・栄養調査の 在り方等、 ほ ついてそれぞれ 検討を進めていくこととし 

ている。 

0 平成丁 6 年上 0 月 i 8 日 

(1) 第 7 回 ( 平成 1 5 年 6 月 ) 以降の地域保健・ 健康増進栄養施策について 

(2) 「健康日本 2 丁」の中間評価の 進め方について 

0 平成王 Q 年 1 1 円 2 5 日 

二次予防 ( 健診及び事後指導 ) について 

0 平成 1 6 年上 2 月 2 0 日 

(1) 一次予防施策 一 「健康日本 2 1 」の中間評価一について 

①栄養・食生活、 ②身体活動・ 運動、 ③休養・こころの 健康、 ④歯の健康 

(2) 三位一体改革について 



厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会 

1. 所掌事務 

医薬品のリスク 等の程度に応じて 適切な情報提供等がなされる 実効性のあ 

る制度を構築するため、 医薬品販売のあ り方全般の見直しについて 調査審議 

することを所掌事務として、 平成 1 6 年 4 月 1 4 日に設置。 

2. 主な活動状況 

(1) 医薬品販売制度改正検討部会 
平成 t 6 年 5 月以降現在まで 計 8 回開催され、 平成丁 7 年の秋頃 までに、 

必要な制度改正について 意見を取りまとめることができるよ う 、 「医薬品 

販売制度改正に 関する論点の 整理」を行ったほか、 医薬品販売における 情 

報提供等を巡る 現状と問題点、 医薬品のリスクの 程度の評価と 情報提供の 
内容等について 審議を行った。 

また、 医薬品のリスクの 程度の評価と 情報提供の内容等に 関し専門委 
員会を設置するとともに、 平成 1 6 年 1 0 月以降、 諸外国の制度等につ 

いての現地調査及び 国民へのアンケート 調査等を実施している。 

(2) 医薬品のリスクの 程度の評価と 情報提供の内容等に 関する専門委員会 

「医薬品販売制度改正に 関する論点の 整理」のうち、 医薬品のリスクの 
程度の評価と 情報提供の内容等に   関し、 専門的見地から 調査審議を行 うた 

めに設置。 

平成丁 6 年上 0 月以降現在までに 5 回開催され、 医薬品のリスクを 評価 
するための基礎情報を 記載したワークシートの 作成を行ったほか、 これに 
基づいた評価方法について 審議している。 

  




